
(令和6年8月1日)

〘ユニット型個室〙　※１割負担の方 (円) 

要介護度 介護費用 居住費 食費 合計(1日あたり)

要支援１ 656

要支援２ 805

要介護度１ 883

要介護度２ 963

要介護度３ 1,051

要介護度４ 1,134

要介護度５ 1,215

〘ユニット型個室〙　　※２割負担の方 (円) 

要介護度 介護費用 居住費 食費

要支援１ 1,312

要支援２ 1,610

要介護度１ 1,765

要介護度２ 1,926

要介護度３ 2,101

要介護度４ 2,267

要介護度５ 2,430

〘ユニット型個室〙　   ※３割負担の方 (円) 

要介護度 介護費用 居住費 食費

要支援１ 1,968

要支援２ 2,415

要介護度１ 2,647

要介護度２ 2,889

要介護度３ 3,152

要介護度４ 3,400

要介護度５ 3,645

※食費は、朝食・夕食が1食あたり　480円、昼食が　485円　になります。
※療養食を希望される方は、合計金額に療養食を加えた金額になります。
※送迎を希望される方は、このほかに送迎料金がかかります（1回：570円）

◎居住費・食費は、介護負担限度額認定証の提示により、第1段階～第4段階の負担額となります。（対象：自己
負担割合が１割の方のみ）

6,832

7,074

7,337

7,585
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※食費は、朝食・夕食が1食あたり　480円、昼食が　485円　になります。
※療養食を希望される方は、合計金額に療養食を加えた金額になります。
※送迎を希望される方は、このほかに送迎料金がかかります（1回：380円）

合計(1日あたり)

2,740 1,445

6,153

6,600

※食費は、朝食・夕食が1食あたり　480円、昼食が　485円　になります。
※療養食を希望される方は、合計金額に療養食を加えた金額になります。
※送迎を希望される方は、このほかに送迎料金がかかります（1回：190円）

合計(1日あたり)

5,950

6,111

6,286

6,452

6,615

2,740 1,445

5,497

5,795

特別養護老人ホーム　一重の里　ショートステイ利用料金表

ショートステイを利用する場合、利用者負担のほかに、居住費・食費をご負担頂きます。

2,740 1,445

4,841

4,990

5,068

5,148

5,236

5,319

5,400



居住費
ユニット型個室

第1段階 880 300

第２段階 880 600

第３段階① 1,370 1,000

第３段階② 1,370 1,300

第４段階 2,740 1,445

第1段階 （円）

要介護度 介護費用 居住費 食費
要支援１ 656
要支援２ 805

要介護度１ 883
要介護度２ 963
要介護度３ 1,051
要介護度４ 1,134
要介護度５ 1,215

（円）

要介護度 介護費用 居住費 食費
要支援１ 656
要支援２ 805

要介護度１ 883
要介護度２ 963
要介護度３ 1,051
要介護度４ 1,134
要介護度５ 1,215

（円）

要介護度 介護費用 居住費 食費
要支援１ 656
要支援２ 805

要介護度１ 883
要介護度２ 963
要介護度３ 1,051
要介護度４ 1,134
要介護度５ 1,215

（円）

要介護度 介護費用 居住費 食費
要支援１ 656
要支援２ 805

要介護度１ 883
要介護度２ 963
要介護度３ 1,051
要介護度４ 1,134
要介護度５ 1,215

3,553
3,633
3,721
3,804
3,885

第３段階②
合計(1日あたり)

1,370 1,300

3,326
3,475

3,253
3,333
3,421
3,504
3,585

第３段階①
合計(1日あたり)

1,370 1,000

3,026
3,175

2,363
2,443
2,531
2,614
2,695

第２段階
合計(1日あたり)

880 600

2,136
2,285

合計(1日あたり)

880 300

1,836
1,985

2,395

2,063
2,143
2,231
2,314

※なお、生活保護受給者・市町村民税非課税の方が、一定額越えの預貯金等がある場合には対象外となります。
※非課税年金とは、障害年金や遺族年金等のことです。

◎居住費・食費は、介護負担限度額認定証の提示により、第1段階～第4段階の負担額となります。（対象：自己
負担割合が１割の方のみ）

食費 適　用　要　件

生活保護受給者、配偶者と世帯全員が市町村民税非課税世帯の老齢福祉年金受給者

①預貯金の金額が、単身650万円以下、夫婦1,650万円以下である事。
②配偶者と世帯全員が市町村民税非課税世帯で、本人の前年の課税年金収入額及び
非課税年金と合計所得金額の合計が80万円以下の方

①預貯金の金額が単身550万円以下、夫婦1,550万円以下である事。
②配偶者と世帯全員が市町村民税非課税世帯で、本人の前年の課税年金収入額及び
非課税年金と合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の方。

①預貯金の金額が単身500万円以下、夫婦1,500万円以下である事。
②配偶者と世帯全員が市町村民税非課税世帯で、本人の前年の課税年金収入額及び
非課税年金と合計所得金額の合計が120万円を超える方。

市町村民税課税世帯の方。(配偶者または世帯の中に課税されている方がいる場合も
含む)


